
 

令和６年度 西多摩地域保健医療協議会生活衛生部会 報告書 

開 催 日 時 令和７年２月２７日（木曜日） 午後１時３０分から午後２時４３分まで 

開 催 場 所 西多摩保健所 講堂 

次 第 

議事 

（１）西多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン（令和６年度～令和１１年

度）の進行管理について 

（２）報告事項 

ア 今春の花粉予測について 

イ からだ気くばりメニュー店について 

ウ 「植えたり育てたりしてはいけない「けし」「大麻」にご注意！」 

エ 「有毒植物による食中毒に注意しましょう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 事 内 容 

及び発言等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）西多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン（令和６年度～令和１１年度）

の進行管理について 

 プランの年次スケジュール、生活衛生部会が所管する進行管理表の９項目、具

体的には、食を通した健康づくり、食品の安全対策などについて、説明した。 

〇食品の安全確保に関して、西多摩のノロウイルス食中毒はどのような状況か。 

⇒現在のところ、西多摩管内のノロウイルスの食中毒の発生はない。 

〇食を通した健康づくりで、特定検診を受けた方には、何か指導はあるのか。 

⇒特定検診等の結果に基づいて、各市町村の栄養士等が栄養指導をしている。

保健所は業務連絡会を開催し、情報共有をしている。 

 

（２）ア 今春の花粉予測について 

東京都花粉症対策委員会において検討された、2025 年春のスギ・ヒノキ花粉

に関する飛散予測等の結果について報告した。 

 

（２）イ からだ気くばりメニュー店について 

 都民の野菜の摂取量を増やすための取組として野菜メニュー店の整備から野

菜だけではなく、さらに栄養バランス、減塩の取組を加えたからだ気くばりメニ

ュー店について報告した。 

〇利用者に向けた広報活動で考えていること、具体的に教えていただきたい。 

⇒６年度は、管内薬局１３０店舗にポスターの掲示依頼、今後は、ポータルサ

イト「ウオーキングマップ」に掲載、及び住民配布用リーフレットの作成を

検討。 

〇提供されているメニューと「からだ気くばりメニュー店」の基準が合わなくな

った場合、どのように扱われるのか、それの対応について教えてください。 

⇒各店舗に何の取組をどのメニューが該当しているか分かるポスターを作成

することで、保健所からのサポートにより一緒にやっていく取組を考えて

いる。 

資料３－２ 



 

（２）ウ 「植えたり育てたりしてはいけない「けし」「大麻」にご注意！」 

保健所だよりに掲載した記事について報告した。西多摩管内における自生す

る大麻の確認は、ここ十数年事例がない。ケシについては、令和６年の西多摩管

内での抜去本数は５７８株となっている。 

〇ケシは通報があった場合に、抜去を行うということなのか。 

⇒通報があって、職員が確認に行き、植えてはいけないケシであれば抜去す

る。また、近年の抜去実績があった場所を巡回して対応している。 

 

（２）エ 「有毒植物による食中毒に注意しましょう」 

保健所だよりに掲載した記事について報告した。春先から初夏までの時期に

有毒な成分を含む植物の誤食による食中毒が発生する。令和６年は東京都の有

毒植物の食中毒の報告はない。  

〇有毒植物による食中毒の事例は西多摩管内だと、どの程度あるのか。 

⇒西多摩管内では、平成３１年から今まではございません。 

〇全国的に発生しているということか、地域偏在はみられるのか。 

⇒令和６年報告では、北海道から四国まで発生がみられている。 

 

 

 


